
議案第１０４号 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成２０年 ９ 月 ４ 日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

を改正する条例 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例（昭和６２

年川崎市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

３５ 

 

 

川崎駅北口地区

第２街区地区整

備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された川

崎駅北口地区第２街区地区計画において地区整備計画が

定められた区域 

３６ 

 

 

港町地区整備計

画区域 

 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された港

町地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備

計画が定められた区域 

別表第２に次のように加える。 

３５ 川崎駅北口地区第２街区地区整備計画区域 

Ａ

地

区

の 

建築物の用途の

制限 

 

 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

⑴ 住宅 

⑵ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

⑶ 法別表第２（と）項第２号から第４号までに掲げるもの 







建築物の敷地面

積の最低限度 

建築物の敷地面積は、５００平方メートル以上でなければ

ならない。 

 壁面の位置の制

限 

 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁

面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、

公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物又は建築

物の部分については、この限りでない。 

建築物の用途の

制限 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

⑴ 保育所 

⑵ 診療所 

⑶ 店舗、飲食店その他これらに類するもの 

⑷ 事務所 

⑸ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必

要な建築物 

⑹ 前各号の建築物に附属するもの 

Ｃ

地

区

の

区

域 

 

建築物の敷地面

積の最低限度 

建築物の敷地面積は、５００平方メートル以上でなければ

ならない。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 川崎駅北口地区第２街区地区計画及び港町地区地区計画の区域内における建

築物に係る制限に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定するものであ

る。 




